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議事次第

13日 (金)8時

官 邸 2階

(開 会 )

1.答 申とりまとめ

2.創 業 口IT等 ワーキング ログループからの報告 (タクシー規制)

3.規 制改革実施計画のフォローアップ結果について

(閉 会 )

(資料)

資料 1 規 制改革に関する第 2次 答申 (案)

付属 1 規 制改革実施計画 (平成 25年 6月 14日閣議決定)の フォロ

ーアップの結果について

付属 2 国 際先端テス トのとりまとめ

資料 2 創 業 口I丁等ワーキング ログループ提出資料
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規制改革会議第 2次 答申 総 論の概要

■規制改革の推進に当たつての基本的考え方
(1)なぜ規制改革が必要か

国民生活の安定日向上、経済活性化への貢献を通じた国の成長・発展
①経済環境の変化に適応して、経済成長を実現
②国民に多様な選択肢を提供
③意欲と創意に満ちた事業者に活躍の機会を提供
④安全性をより効率的な手法で確保

(2)今期の規制改革で重視したこと
①成長戦略及び国民の選択肢拡大につながる規制改革
②機動的な「意見」等の表明

(3)最優先案件への取組
①保険診療と保険外診療の併用療養制度
② 介護・保育事業等における経営管理の強化とイコールフッティング確立

③農地関連規制の見直し

(1)審議テーマの設定と審議体制
「健康口医療」「雇用」「創業・「等」「農業」「貿易・投資等」の5WG設 置

(2)公開ディスカッションの開催 (言式行的に2回 、本年7月以降も開催)

(3)規制改革ホットライン(約2′400件受付。規制関連要望約1′300件を検討要請)
(4)重点的フォローアップ(12事項)

(5)他の会議との連携 (産業競争力会議、経済財政諮問会議等)
(6)国際先端テストの実施

■本答申の実現に向けて
・改革実現までの工程表として「規制改革実施計画」の閣議決定
・政治のリーダーシップヘの期待

■次のステップヘ
(1)次期 (本年7月 から来年6月 )の会議活動方針の策定

・重点分野等を定めた会議活動方針の策定
・産業競争力会議、経済財政諮問会議等と連携

(2)実施計画のフォローアップ
・規制改革実施計画の進捗について、毎年政府から報告を受け、確認
口重点的フォローアップ(時間軸を含めた具体的な方針を策定)

(3)今後取り組むべき課題
所管府省が主体的・積極的に改革に取り組むシステム(規制レビュー)の開始
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規市1レビ三L‐~(フローーlヨ)

総務省

重要規制

改革事項
に関連す
る政策評

価結果の

点検結果
の通知等

社会経済情勢

規制改革ホットライン

(国民、企業・団体等)

規制改革審議
事項の設定

規制シートについて、
①ヒアリング等
②作成状況管理

③会議審議事項等に
係るシート作成を要請

規
制
シ
|
ト
等
を
活
用
し
た
省
内
検
討
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規制シート(イメージ)
(シートのID)

規制の名称 所管府省

根拠法令等

担当局課等
及び作成責
任者の役
職・氏名

規市1目的

規制内容の概要 関連する予
算

規制の最近の改
廃経緯

関連する政
策評価結果

規制を維持、改革
又は新設する理

由

規制の維
持、改革又
は新設の別

(規制を改革する
場合の改革の方

向性)

見直し条項

次の見直し時期
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健 康
・医 療 分 野 棚 告lJH革の目的と検討の視点)

健顧長壽社会の襄現

保険財政
適正化

_1、.  ́② 効率‖で質の高い提供体制の構築

/最 適な地域医療のための医療提供体制の構築
>プライマリケア体制の確立や医療計画と介護計画の連携

/生 活の場での医療 ・介護環境の充実
>在 宅診療を主として行う診療所の開設要件の明確化

/看 護師の 「特定行為Jの 整備
>医 師の立会いのない環境での看護師の活躍拡充

③サービスの効率化 0ガバナンス強化

/介 護 ・保育事業等の経営管理の強化
>社 会福祉法人の情報開示や社会貢献活動の義務化

/保 険者機能の充実 ・強化に向けた環境整備
>レセプトデータの活用支援や保険者による事前点検制度の導入

/医 療機関の経営基盤の強化
>経 営経験が豊かな人材の活用促進や法令遵守体制の構築

4

国民の

利便性向上
産業発展

経済活性化

①国民ニーズの多様化への対応

/新 たな保険外併用の仕組みの創設
>新 たな仕組みとして「患者申出療養(仮称)」を創設

/革 新的な医薬品等の価格制度の改善
>価格算定における革新性・画期性の評価の充実や価格予見性の向上

/― 般用検査薬への転用の仕組みの早期構築
>転 用の仕組みの早期構築や情報提供、受診勧奨等の仕組みの整備

も
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健康・医療分野①新たな保険外併用の仕組みの創設
(「規制改革に関する第2次答申」P9～10) 詳細は左記答申をご確認ください。

保険外併用療養費制度の拡充

>保 険診療と保険外診療を併用する場合、保険外併用療養費制度の適用がなけ
れば、保険診療部分まで患者の全額自己負担となるが、現行の保険外併用療
養費制度には、以下のような問題がある。

○保険外診療の申請から実施まで6～ 7ヶ 月の期間を要する。
○医療技術ごとに、平均10程度の医療機関でしか受けられない。
○対象となる患者の基準から外れる患者は受診できない。

保険診療 ・保険外診療全て

評価療養(7種類)

選定療養(10種類)

【「患者申出療養(仮称)」の特徴】
○患者からの申出が起点。
○前例がある診療は申請から原則2週 間、前例がない診療

は原則6週 間で受診可能。

○対応医療機関が随時追加され、より身近な医療機関での

受診が可能となるよう柔軟に対応。

○国において、専門家の合議で安全性 ・有効性を確認。

○保険収載に向けた実施計画を作成するとともに、重篤な

有害事象等について国に報告。

○基準対象外の患者から申出があった場合、国において皇
門家の合議により実施を承認。

規制改革の内容

● 保 険外併用療養費制
申出療養 (仮称)」

●‐
1

度の中に、法改正により、新たな仕組みとして 「患者 :
を創設する。 應

想定される効果

>困 難な病気と闘う患者からの申出を起点として、国内未承認医薬品等の
使用や国内承認済みの医薬品等の適応外使用などが迅速に保険外併用療
養として承認され、患者の治療の選択肢が拡大する。



健康・医療分野②介護・保育事業等における経営管理の強化と
イコールフッティング確立 詳細は左記答申をご確認ください。

(「規制改革に関する第2次答申」P10～13)

介護・保育事業等の経営管理の強化

社会福祉法人に対する主な指摘

>財 務諸表や役員報酬などの情報開示が十分行われていない。

>地 域の社会福祉の担い手としての役割が期待されているが、その役割を十
分に果たさず、過大な内部留保を貯め込んでいる。

経営管理強化

利用者からの要請に応 じて公開
財務情報のほか、役員報酬など
も公開 (義務化)

●
　
　
　
●
　
　
　
一

イコールフッティング

任意 (非課税)

利用者が安心して福祉サービスを受けられるよう、社会福祉法人の財務諸
表や役員報酬等の情報開示を進め、経営の透明性を高める:

社会福祉法人と株式会社 ・NPO法 人とのイコールフッティングを図るた
め、社会福祉法人の社会貢献活動を義務化する。

計画的に活用されていない 必要な投資、職員の処遇改善な
ど計画的に活用

利用者へのサービス向上のため
第三者評価を活用

市町村の監査のみで、第二者評
価を活用していない

想定される効果
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健康・医療分野③革新的な医薬品・医療機器の価格に関する
制度の改善

(「規制改革に関する第2次答申」P13～15)

詳細は左記答申をご確認ください。

医薬品・医療機器の価格算定における
イノベーションの適切な評価及び価格予見性の向上

>医 薬品 ・医療機器の価格算定において、イノベーションの評価が十分なされ
ない場合がある。

>医 薬品 ・医療機器の価格算定ルールは複雑なため、企業が自社製品の価格を
事前に予見することが困難で、企業の大きなリスクとなっている。

r r r r . . . t . . . . r . . . f

【費用回収】
価格次第では、

【開発費の投資】
数百億円に上る投資が必要.¨

【改革案】
○随時、価格の見通し等を厚生労働省に

相談可能な仕組みを整備日明確化

医薬品・医療機器の価格は

非公開の薬価算定組織等で

決定し、必ずしも企業の想定

通りの価格とはならない
費用回収が不可能に

なるおそれ.…

治験
(有効性、安全性の確認)

【改革案】
○医薬品口医療機器の

イノベーションを適切に評価し、
価格に反映

○明確な評価基準を検討

医薬品 ・医療機器の価格算定において、

● 患 者の00L向上効果の指標等を検討するなど、イノベーションを適切に評価。

● 価 格算定ルールの内容や価格の見通 し等について、随時、厚生労働省に相
談可能な仕組みを整備 ・明確化。

● 革 新性 ・画期性の評価の明確な基準を検討。

想定される効果

>医 薬品 ・医療機器のイノベーションが適切に価格に反映されることで、イ
ノベーション促進につながる。

>医 薬品 ・医療機器の価格予見性が高まることで、医薬品 ・医療機器の開発
におけるリスクが軽減される。



健康・医療分野④最適な地域医薬の実現に向けた医療提供
体制の構築 詳細は左記答申をご確認ください。

(「規制改革に関する第2次答申」P15～18)

プライマリ・ケア体制の確立

:>我 が国では、患者の身体や心理、社会的背景などを踏まえて総合的に診療を行う

:「 プライマリ・ケア」を専門的に担う医師が十分に養成されていない。

:>本 来高度医療を担うべき大規模病院がプライマリ・ケアも行つており、高度医療に

一
晰

まずは身近なお医者さんに相談
・何科にかかればよいか分からないとき
・大きな病気ではないかと心配なときな

プライマリ・ケアを提供
患者の心理・社会的背景などを
踏まえ、広範な病気の診療を
必要に応じて大規模病院を紹介

(地域の医療機関)

規制改革の内容

プライマリ・ケアを専門に担う医師について

● そ の専門性についての研修制度や資格の更新制度の検討を支援。

● 医 療広告制度を見直 し。

● 複数の医師が連携 して24時 間の対応を行う取組を促進するなど、プライ
マリ・ケアの提供体制を整える措置を検討。

想定される効果

>教 育や訓練を積んだ地域の身近な医師がプライマリ・ケアを担うことで、
地域の住民との信頼関係が生まれ、住民の大きな安心につながる。

>高 度医療を担うべき大規模病院が高度医療に特化することで、より充実し
た医療が提供可能になる。
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健康自医療分野⑤生活の場での医療・介護環境の充実
詳細は左記答申をご確認ください。

(「規制改革に関する第2次答申」P18～19)

生活の場での医療・介護環境の充実

>地 方厚生局 ・保健所によって診療所開設の審査基準に違いがあり、とりわ
け在宅診療を主として行う診療所開設の制約となつている

法令 ・通知の解釈が曖昧であり所轄庁により審査基準がばらばら

・長時間の外来時間確保
:・ レントゲン室設置必要

開設要件を明確化

ヽ
、
　

等

′

「

‐

‥

‐

　

‐

、

′

′
… … … … … … … ｀

医
療
機
関

地方厚生局 ・保健所

ヽ _ _ _ _ _ _ _ ´

● 診 療所開設において、必ずしもレン トゲン室を設けなくともよい等、開設
要件を明確化する。

● 在 宅診療を主として行う診療所に対し、外来応需を求める運用の在 り方を
検討する。

想定される効果

>在 宅診療を主として行う診療所の開設審査基準の地域差がなくなり、診療
所開設の目処がたてやす くなる。 9



健康口医療分野⑥医療用検査薬から一般用検査薬への転用の
仕組みの早期構築

(「規制改革に関する第2次答申」P19)

詳細は左記答申をご確認ください。

医療用検査薬から一般用検査薬への転用の仕組みの早期構築

・判定基準等の製品品質基準をあらかじめ定める

くレ″通知↓  通 知

<添 付文書等への記載事項>
・医療機関受診の目安となる測定結果
0留意事項
0検査薬によつては正 しく判定されない可能性
・定期健康診断等の受診推奨 等

<販 売時説明>
・一般用医薬品の分類に応じた情報提供
・必要に応 じた検査結果のフオローアップ ロ受診勧奨

● 医 療用検査薬から一般用検査薬への転用の体制を構築する。

● 標準審査時間の提示や事前相談制度の明確化を行う。

● 検 査薬の適正使用に関する情報提供 (添付文書、販売時説明等)や 受診勧

奨等の仕組みの整備を行う。

想定される効果

>セ ルフケアの推進により国民の健康保持 ・増進への寄与が期待される。



健康・医療分野⑦保険者機能の充実口強化に向けた環境整備
詳細は左記答申をご確認ください。

(「規制改革に関する第2次答申」P19～21)

険者がまず全ての診療報酬明細書の点検を可能とする

:診療報酬明細書については、審査支払機関が請求内容の審査を行つているが、 :
:保険者も事後的に同じような点検を行つており、効率的な運営となつていない。:
l……………………………………………………………………………………・:

【現状】
保険医療機関、保険薬局 審査支払機関

′

ロ

ι
コ
湾竜j′

~
審査委員会の審査 保険者における点検

′

ｒ

‐

‐

、

、

ｌ

ｌ

ノ

【見直し後】
保険医療機関、保険薬局

規制改革の内容

● 希望する保険者が、審査支払機関が審査を行う前に、請求内容の点検をで
きるようにする。

想定される効果

保険者

t_非効率」

事前点検希望保険者ヘ

請求書を送付

―  ―  " 、

保険者

保険者における点検

―  ―  ―  ―  ―  ´

機能重複を

解消

審査支払機関

ｒ

ｉ

日

、

>診 療報酬明細書の内容確認という機能の重複が解消され、審査支払業務の
効率化が図られる。

>審 査支払機関への審査依頼件数が削減でき、審査手数料の節約に繋がる。



健康口医療分野③医療機関の経営基盤の強化

(「規制改革に関する第2次答申」P21～22)

詳細は左記答申をご確認ください。

医療機関における業務範囲の明確化

> 医 療機関が患者に対して食品販売などのサービスを行うことは可能である
が、一部の自治体等では、誤つた指導によりこれらのサービスを禁止 して
いる。

【現状】

f口
[コ

ご古百́
~日

勁

販売可能
であることが

明確化

患者の

利便性向上

霧昴醜率の内響

- - - - - - - -

● 医 療機関において、患者に対 してコンタク トレンズ等の医療機器やサプリ
メン ト等の食品の販売が可能であることを明確化 し、周知する。

想定される効果

>患 者のニーズに合つたサービスが適切に提供されることより、患者の利便
性が向上する。



健康口医療分野⑨看護師の「特定行為」の整備
詳細は左記答申をご確認ください。

(「規制改革に関する第2次答申」P22～23)

看護師の「特定行為」の整備

:  増 加すると予想される。

:> 医 師によりあらかじめ出された手順書による指示に基づき、看護師が病状
:  を 自ら判断して業務ができる仕組みが必要である。

′

卜
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ｌ

ｌ

ｉ
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ｉ
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、
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患者の病状
の範囲を

確認

病状の

範囲内

病状の

範囲外

・
ll｀

■ も 戸

~ ~

手順書の項目
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(未定)
・患者氏名
・病状の範囲
・看護内容 等

ヽ … … … … … … … … … ′
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ｌ

ｌ

ｌ

　
ｌ

′

■ 特 定行為実施には 「実践的な理解力 ・思考力 ・判断力」 「高度で専門的な知識 ・

技能」が必要
→ 「特定行為研修」修了義務付け。研修プログラムは今後医道審議会で検討後に決定

■ 現 在の厚生労働省案は41行為 (「脱水の程度の判断と輸液による補正」等)
→ 今 後、医道審議会で検討後に決定

● 特 定行為の研修は、看護師の判断能力等を高めるプログラムとなるよう検
討する。

● 手 順書の項目を過度に細かく規定しないよう検討する。
● 特 定行為に該当しないと判断された行為で看護師が行える行為を周知する。

>特 に医師が常駐していない介護施設や患者宅等において医療の質を保ち、
看護師が能動的に医師をサポートする効果が期待できる。



雇 用 分 野 (規告U改革の目的と検討の視点)

①多様な働き方の拡大

◇労働時間規制の見直し
>三位―体の新しい労働時間制度に

より、生産性を向上し。労働者の希

望するライフスタイルを実現。※

◇ジョブ型正社員の雇用ルー

ルの整備
>プ ロフェッショナルな働き方。子

育て0介護と両立する働き方など多

様な働き方を実現。

爾
■

【
計
・

◆ライフスタイJレや価値観に応じた多様で柔軟な働き方を

可能に

◆ 労働者が活躍できる職場を円滑に見出せる環境の実現

※規制改革会議において引き続き検討を深めるぅ

14

②円渭な労働移動を支える
システムの整備

◇有料職業紹介事業等の規

制の再構築
>縦 割法制の垣根を越え。1丁化に

よる新たなサ…ビスやビジネスモ

デルに対応。

◇労使双方が納得する雇用

終了の在り方
>紛 争防止 0解決制度の充実に

より労使双方にとって利益となる

紛争解決を実現。



雇用分野 ①多様な働き方の拡大
(「規制改革に関する第2次答申」P24)

詳細は左記答申をご確認ください。

働時間規制の見直し

【改革の目的】
多様な形態で働く者それぞれの健康を確保し、創造性と高い生産性を発揮
できる柔軟な労働環境をつくる。それを通して労働者の活力と企業の競争
力を高め、力強い経済成長を実現し、新たな雇用機会を創出する。

①労働時間の量的上限規制 ②休日・休暇取得に向けた強
制的取組み

集中して仕事し、定時退社 !

③―律の労働時間管理が
い労働者に適合した労働時
の創設

例えば、欧米並みの長期バカンス !

―律の労働時間管理がなじまない働き方に合い。

健康確保と両立する適用除外制度の創設 !
(労働時間の長さによらず、責務や成果によつて賃金が決まる仕組みの創設)

【ポイント1】分かりやすく実態に合致した新制度の創設
【ポイント2】具体的な対象者は『労使自治に委ねる』(※国が一定の目安を示す)
【ポイント3】適用除外制度とセットで導入する健康確保の取組みは、産業・職務等の

特性に応じて、企業ごとの労使で選択する。
【ポイント4】新制度は一定の試行期間を設け、当初は過半数組合のある企業に

限定する。
※新たな働き方にふさわしい処遇を確保する。

【例:セットで導入すべき取組み。いずれか一つ又は複数の組合せとする】
① 労働時間の量的上限規制
ロー定期間における最長労働時間の設定
由終業から翌日の労働開始まで健康安全確保のための最低限の休息時間の設定、など

② 休日口休暇取得に向けた強制的取組み
口年間104日(週休2日相当)の休日を、労使協定で定めた方法で各月ごとに指定して取得
口年体は労使の協議に基づいて柔軟かつ計画的に付与
(年休時季指定権を使用者へ付与した上で労働者の希望・事情を十分考慮)

・長期連続休暇の義務化、など   15

労働時間規制の三位―体の改革を!!
～労使双方が納得できるような

『労畳騰間の封たな通■腱聾制度の劇製J～



雇用分野 ①多様な働き方の拡大
(「規制改革に関する第2次答申」P25)

詳細は左記答申をご確認ください。

ジョブ型正社員の雇用ルールの整備

:  で 導入されてきているものの、その形態が労働契約や就業規則で明示的に定められて :

:  い ないことが多い。そのため、ジョブ型正社員の特性に沿つた人事上の取扱いが適切 :

:  に なされていないか、徹底されていないことがある。               :

(参考)ジョブ型正社員例 ※ 個々の労働条件は労働者及び使用者±1全童のうえ、決定することが前提

◆勤務地限定:配転は近隣エリアに限るなど

ヽ
t  ´タ

ヽ
ヽ ′′

・

L__L

◆時間限定:就業時間を限定 (例:9時～17時限定)

◆職務限定:担当職務を限定

介
Aさん:販売員

Bさん:仕入担当

蝙・こy===‐ ‐             、 ♪

ヽ、
1

ヒ ン・

ヽ  ｀
L  . ,ノ  ミ  ′́

ン

規制改革内容

【普及・促進】
人事管理などの留
意点等※を取りまと

め周知

【解釈の明確化】

労働契約法の規定
※がジョブ型正社員
にも適用されること

を周知

【政策的支援】
ジョブ型正社員に
に関する支援策の

検討

想定される効果

専門性に特化したプロフェッショナルな働き方。子育てや介護と両立する
働き方など多様な働き方が広く社会に普及 0定着していく。



雇用分野 ②円滑な労働移動を支えるシステムの整備
(「規制改革に関する第2次答申」P26) 詳細は左記答申をご確認ください。

> 時 代の変化に伴い、働き手のニーズや産業構造の変化が生じている

:>労 働者が活躍できる職場を円滑に見出せる環境の整備が不十分      :

:

:

t

１

　

１

　

…

　

…

　

ノ

働き手の多様なニーズ

新規事業を始めるために

人材を集めたい !

ヽ  …  …  輌 鮨  摯 ¨  率 日  嘲 " r_‐  …  …

以前に増して転職が活発に !!

i E ⇒

| =
⊇多様なサービスを可能とする規諦1緩和に加え、 :

|

l__堕璽理撃聾当些塾型璽肇塾黛二が重要!!   i

有料職業紹介事業等の規制の再構築の検討<2鋒度検討開始>
(新たなサービス形態に対応した制度の構築)

労使双方が納得する雇用終了の在り方の検討<2碑度検討開始>
(紛争を防ぎ、労働者救済を充実するための制度作り)'l

新しい時代やニーズに合ったジョブマッチングサービスの発展
公正な雇用終了と転職支援による円滑な労働移動の実現

円滑な労働移動を支えるシステムの整備

ベンチャー企業経営者

産業構造の変化 (威熟産業から成長産業へ)

しかし !

◆雇用仲介事業の規制は昔のまま.
⇒IT化の進展などに対応できず、新しいサービスの
芽を捕んでしまっている!

◆雇用終了の際に争いが起きている実態も多い。

規制改革内容



ｒ

‐
創業 ・1丁等分野 (規制改革の目的と検討の視点)~ 蝙

     =蟷
淵 F

I丁による経営効率化
の創出 ・拡大   |  =    _.|

③産業の新陳代謝

>流 通 ・取弓1慣行ガイ ド

ラインの見直し等

>一 般集中規制の見直し
ご
t

⑤エネルギー ・環境分野
における規制改革

④国民の選択肢拡大

Cそ の他民間事業者等の
要望に応える規制改革
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創業・IT等分野 ①企業・新規ビジネスの創出口拡大
(「規制改革に関する第2次答申」P32)

詳細は左記答申をご確認ください。

動産及び債権を担保にした資金調達の仕組みの改善

動産及び債権を担保にした資金調達(いわゆるABL)は 、譲渡登記制度を利用

されることが多いが、一度登記した事項は変更や更正ができない等、使い勝手
を改善することが求められている。
一方、ABLは 中小企業の資金調達にとって個人保証に代替することや、リスク
マネーを供給する手法として、利用の促進が期待されている。

金融機関 企業
【在庫等】

>登

い

>担

1凛 オ ,,,枕 ●4^蒙 ,■ 索 =ヽ ● 轟 =赫 ● ,■ ■ れ kコ ヽ ,t'障 Mヽ '==、 ― ■ ,,● ●● ヽ‐ |●‐ '′′'V■ じヽ'V´ '■ ど 口 晦 邸 ユ ●=“ ―  ・ 熱 ●薦 4-,,、

|
>リ スクマネーの供給拡大
>個 人保証に代替する資金調達方法の浸透

‐ = ■｀ ■ヽヽ 市 蹟 ■●| ふ t , I ● ■‐■硬●●●高 ●こ `  ″ ~ , ■ ● ■ - 1  ●   | ■ ` 7 , パ ● , ■ ヽ高 ●● : … ` “ 0 し ヽ ・̀ , t 秦 ■ヽ ' 研 = 証 げ " , ´ヽ・Ⅲ … t '   , ヽ " ヽ ●0 漱 t 饉 ′に ■ヽ 1 ,  , マ ‐●● 「● ″ れ ,  ヽ ″ イ` ` つヽ . t F " 」 '

礁|

使い勝手が
よくない。

【登記】

法務局

※ 企業が保有する資産
のうち在庫・売掛債権は約
300兆円にも及ぶが、担保

としてあまり活用されてい

ない。

つこ法方識謂申や
　
検

更
す
確

俸
書

‐迅
識峨
胴

記

で

口
饉濃壼屁の使い勝手を改善し、

口
迅速な執行を確保することで、

→ リ スタマネーの供給を拡大 :

執行に時間がかか
るケースがある。

19



創業口「等分野  ① 起業口新規ビジネスの創出・拡大

(「規制改革に関する第2次答申」P33～34) 詳細は左記答申をご確認ください。

国立大学によるベンチャー育成のための

環境整備等

産業競争力強化法により、国立大学がベンチャーキャピタル等を介
して大学発ベンチャーに出資することが可能となり、今後、最先端の
研究成果の活用が進むことが期待される。

その一方、現状の制度設計においては、投資の運用を行う業務執
行法人の独立性や、投資の成否を左右する専門能力の高い事業者
の選定等に対する課題が指摘されている。

出

※総額1,000億円(H24

年度補正予算、4国立
大学法人に支出)

投資判断に対する介入

投資事業(特定研究成果活用支援事業)の認定にあたっては、業務
執行法人の常勤・中立・独立性を確保すること、投資に対する高い専
門能力を有すること等を要件とする。

さらに、事後的な検証および制度見直しが可能となるよう、必要な措
置を講じる。

>回 立大学の意向に左右されず。大学発ベンチャーヘの適切な投
資判断が可能となる。

>大 学の先端技術の実用化が進み。新たな事業の創出が促進さ
れる。

国立大学法人
投資運用を行う
業務執行法人

大学発ベンチヤー企業

規制改革内容

20



創業・lT等分野  ① 起業口新規ビジネスの創出口拡大

(「規制改革に関する第2次答申」P34～35) 詳細は左記答申をご確認ください。

研究設備に対する高圧ガス規制の緩和

高圧ガス保安法の第1種製造者※に該当する事業所においては、研

究設備のような高圧ガス使用量が微小な設備であつても、新設・変更
等を行う場合に都道府県知事の許可を得る必要がある。

海外においては、研究設備は高圧ガス関連の規制の対象外となつて
いる例もあるところ、研究開発スピードの面で国際競争力の低下を招
く要因になつているとの指摘がある。

事業所内

大規模プラント

、ヽ壼======J酉コ聾ヨ望量L壼壼壼壼壼雪リジリ
※高圧ガス:圧力がlM Pa以上となる圧縮ガス他

1量が100m3/日未
・
結あ浙絣 借憾ちませ‖斃曇あ万之

[魔墓轟 網蹴諄満 席 :
>高 圧ガス使用量が100m3/日 未満の研究設備について、災害のリス

クが微小な設備にあっては、新設・変更時に必要となる手続きの簡素
化に向けて届出となる対象範囲を拡大するなど、規制の合理化を図
る具体的な方法について検討し結論を得る。

※事業所内の高圧ガス使用
量が合計で100m3/日以上と

なると第1種製造者に該当し、

設備の新設・変更時等は許可
が必要となる。

想定される

>許 可手続きに伴う時間‖ロスが抑えられs
アップが可能となり、国際競争力の維持

………́で軒…‐Ⅲ……… … …“……"―″…
¬
i

研究開発のスピード I
・向上にも資する。



創業・IT等分野 ①企業・新規ビジネスの創出口拡大
(「規制改革に関する第2次答申」P36)

詳細は左記答申をご確認ください。

働きながら日本料理を学ぶための在留資格の要件緩和

日本料理の調理業務に従事することを予定している外国人に付与される在留
資格は存在せず、外国人が働きながら日本料理を学ぶことはできない。
一方、海外では日本料理がブームになつており、「和食」がユネスコの無形文化
遺産に登録されるなど、日本料理に対する注目が高まっている。

新たな在日資格喘定活働}を“投 :

日本の調理師学校

日本食レス トランでの修票

】■

〔日本料理の例)日 本料理店、料亭、そば ・うどん店、すし店、
お好み焼 口焼きそば 口たこ焼き店 な ど

{凛 餓
″

出
Ｕ

在留資格がなかつたため、

規制改革内容

>外 国人留学生(調理師)が卒業後、働きながら国内で日本料理を学ぶ
ための活動を認める。

>日 本料理のスキルをさらに高めたい意欲をもった外国人留学生の
ニーズに応えられる。

>現 場で日本料理を学んだ外国人が世界で料理人として活躍するこ

とによって。日本料理を海外普及を促進。



創業・「等分野 ② 「による経営効率化
(「規制改革に関する第2次答申」P38～39)

詳細は左記答申をご確認ください。

公的機関からの電子的手段による通知の促進

>地 方公共団体からの徴収金の賦課徴収、及び還付に関する書類は、
紙での郵送が原則。

>特 別徴収税額通知については、eLTAX上に電子署名を付ける機能が

ないため、法的効力をもたせられない。
>納 税者は、自らの納税額などをWeb上 で参照できる仕組みがない。

現在

特別徴収

税額通知

一部電子データヘ

の対応もあるが、
則紙での郵送

市区町村

通知は、eLttAX

上で電子データ
の送信で完結 ャ

ご

改革の
方向性

eLTAX マイポータル上で、
自分の税額をい

つでも参照可能に

公的機関からの電子的手段の通知が促進されるよう、eLTAX上のデータ
ヘの電子署名付加や、マイポータル等にける税額参照機能の構築などを
おこなう。

>企 業の地方税にかかる事務処理の効率向上
>国 民の税額参照における利便性向上
>行 政の税額通知にかかる発送コスト.管 理コスト等の削減

抵≧.鳳 鳳麟風による環境保全               1誠……ヽ薇,… …ヽ……=・―……Ⅲ29r_・・I‐凛…蘇‐・‐4・n―・…聾…………r―…・2-……・・―・……流…1

整節羹がヽ ぃ 月
Xヲ

Ⅲ‖
琶嘉行

業員への
1鳥 軍

規制改革内容



創業・IT等分野 ②I丁による経営効率化、
⑥その他民間事業者等の要望に応える規制改革

詳細は左記答申をご確認ください。

金融機関に対する取引照会の一元化

> 国 税庁口税務署、地方自治体、福祉事務所、警察などは、金融機関に対して、

様々な調査における取引照会を要請することができるが、取引照会は数十年

以上、書面による垂Б送でやり取りされているハ

> 1社 当たり年間照会件数は、100万件以上に上ることもあるが、照会文書の

用語日書式は統一されていないこと、回答書類の郵送に配慮がされてないこと、

CD―Rなどの電子媒体による郵送が認められていないことから、大きな業務負担

を生じている。

現在
・照会文書の用語口書式がバラバラ
・書面でのやり取り

国税庁・税務署

地方自治体

福祉事務所

警察など

金融機関
。照会文書の用語口書式を統一

0回答書類の郵送について改善
・電子媒体での提出OK

規制改革内容 |

金融機関の要望を踏まえ、照会文書の用語・書式の統一化などを行う。
オンライン化についても検討を行う。

金融機関の業務を効率化し、経費が削減できる。
オンライン化により。行政機関。金融機関双方の業務が効率化される。

扁
　
、

＞

＞

＞

＞

大変だなあ…

0回 答書類の郵送に配慮が足りない

H・
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創業・「等分野  ③ 産業の新陳代謝
(「規制改革に関する第2次答申」P41～42) 詳細は左記答申をご確認ください。

流通・取引慣行ガイドラインの見直し

>消 費者のニーズが多様化する中、メーカーと流通業者が今まで以上に :

連携し、消費者にとって付加価値の高い商品が提供されるようにすべき。:

>独 占禁止法の垂直的制限行為(再販売価格維持行為および非価格制

限行為)にかかる規制は、連法性の判断基準等が曖昧で、事業者に萎

縮効果を与えており、上記連携を妨げているとの指摘がある。

流通業者

り方や販売先などを限定
した方が、消費者の利益に
なることもあるんじゃないの

規制改革内容

垂直的制限行為規制の運用基準を定めている「流通・取引慣行ガイドラ

イン」において、垂直的制限規制にかかる違法性の判断基準および適法

な行為を明確化する。

メーカーと小売業者の連携を促進することによって。より消費者の利

益になる競争環境を整備できる。



創業口「等分野  ④ 国民の選択肢拡大
(「規制改革に関する第2次答申」P43～44) 詳細は左記答申をご確認ください。

ダンスに係る風営法規制の見直し

客にダンスをさせる営業は風俗営業とされ、深夜営業禁止、年少者者

立入禁止など厳しく規制されている。このため、健全なダンス文化や

ダンス関連産業の発展の支障になっているとの指摘がある。

2020年の東京オリンピック開催が決定している中、ダンス文化を活用

した魅力ある街づくりを進め、海外観光客を呼び込むためにも、風営

法を見直すべきである。

3号 営業(ナイトクラブ等) 4号営業(ダンスホール等)

亀  ♪

飲食 客にダンスをさせる営業

営業には許可

が必要
営業時間は原
則午前0時まで

18歳未満立入
禁止

住宅地口学校等周
辺は営業禁止

外部からの見通し
不可となる構造

規制改革内容

接待を伴わないダンスをさせる営業を風俗営業から除外し、営業時間を

見直しつつも、騒音等の各種問題に対しては有効に対応できる規制を設

ける等、風営法の見直しを図るべく検討する。

想定される効影  `,… 、    … ...― いヽ― . ― … …‐―
>優 良な企業が参入しやすくなり、グンス関連産業の健全な発展に

資する。
>東 京オリンピックを控え、深夜の遊興場所等の提供により海外観

光客が呼び込める。

電  ゝ ■ |   1 1 1   J

客にダンスをさせる営業

主な規制
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創業・IT等分野 ④国民の選択肢拡大
詳細は左記答申をご確認ください。「規制改革に関する第2次 答申」P44)

食品の移動販売を行うためには、都道府県知事の申請許可が必要。

許可申請の際、申請書様式が統一されていない。また、手続のためのガイド

ラインが時代に合つていない(給水タンクの容量など)。

● 買 い物不自由
・申請書の様式が各地区で統

一されていない。
・車両の仕様基準、各商品を販売するための

許可基準が統一されていない、など。

コンビニ、スーパー等の移動車販売

現在

Ｌ
ノ

骰

機

ヽ
ヽ

・申請書様式の統一化について検討する。
・ガイドラインを見直す。

移動販売が円滑にてきるようになる′

|>移 動販売にかかる許可基準及び申請書様式の統一化を進める方策について

検討し、ガイドラインの改訂及び申請書様式について見直す。

「『 1証臭鳥1喜=Ii証̀
|  さ れる。
:

＞

＞

改革の方向性

食料品アクセス環境の改善

気軽に買い物が

したいわねぇ…・。
お店が近くに

ればいいのに「・・。

各地に行きたいのに、

申請がタイヘン…

φ



¬

農 業 分 野 (規需lJH革の目的と検討の視点)

①農業委員会等の見直し

制度

員
用
員
県

委
利
委
府
し

業
地
業
道
直

由辰
曲辰
由辰
昴卸
日几

○
○
○
○
の

②農地を所有できる法人
(農業生産法人)の 見直し

○役員要件・構成員要件の見直し
○事業拡大への対応

③農業協同組合の見直し

○中央会制度から新たな制度への移行
○全農等の事業口組織の見直し
○単協の活性化・健全化の推進
○理事会の見直し
○組織形態の弾力化

3点セットの改革により、競争力のある農業、魅力
ある農業を創り、農業の成長産業化を実現する



農業分野 ②農業委員会等の見直し
(「規制改革に関する第2次答申」P57～59)

詳細は左記答申をご確認ください。

農業委員会等の見直し

【現状】

○農業者の中から選挙で選出。

○農業団体推薦、議会推薦を受けた者を、市町村長が選任。

○議会の同意を得て市町村長が選任。
○過半は認定農業者。利害関係がなく公正に判断できる者を必ず入れる。
○女性・青年農業委員を積極的に登用する。

○農業委員会が選任。
<役 割>

農業委員会の指揮の下、担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防
止・解消、新規参入の促進など、農地利用の最適化や担い手の育成・発展
の支援を推進

耕作放棄地の現状
○平成22年の耕作放棄地面積は、昭和50年に比べ3倍に増加。
○平成22年での耕作放棄地のうち土地持ち非農家の割合は46%。

土地持ち非農家所有

ふ

４５

４。

３５

３０

２５

２。

１５

・０

５

０

昭和50  昭 和5 5  昭 和6 0   平 成2

土喘緋腺諸9

平成7  平 成1 2  平 成1 7  平 成2 2

農家所有  ― ―耕作放棄地

【見直し後】



農業分野 ③農地を所有できる法人(農業生産法人)の見直し
(「規制改革に関する第2次答申」P59)

― ――――――― ― 一 ― ― ― ―――― ― ― ― ―――
¬

詳細は左記答申をご確認ください。

【現状】

農地を所有できる法人
°
(農業生産法人)の見直し

【見直し後】

役員の過半の過半が農作業に従事

規模拡大を進めたら、農作業よりも
マネジメントが忙しくなつてきたぞ…

麓L文
マネジメントを手伝つてほしいなあ…

・農業関係者が原則4分の3以上
口農業関係者以外(継続的取引関係者)
は原則4分の1まで

農業関係者
継続的取引

関 係 者

農業常時従事者

農地の権利提供者

農業協同組合

作業委託農家等

スーパー

食品加工

業者

農産物

運送業者等

役員又は重要な使用人のうち1人以上
が農作業に従事
経営革新や技術革新のマネジメント
に注力できるぞ !

農作業従事役員等

・農業関係者が2分の1以上
・2分の1未満は制限を設けない

規制改革内容

役員要件について、役員又は重要な使用人のうち一人以上が農作業に従事しな
ければならないものとする。

※リースの場合における役員の要件も同様に、役員又は重要な使用人とする見直しを行うものとする。

構成員要件について、議決権を有する出資者のうち、2分 の1を超える者は農業

関係者でなければならない一方で、2分 の1未満については制限を設けないもの

とする。

更なる農業生産法人要件の緩和や農地制度の見直しについては、「農地中間管
理事業に関する法律」の5年後見直しに際して、それまでにリース方式で参入し

た企業の情報等を踏まえつつ、検討する。(検討時期は状況により前倒し)

農業関係者以外

冨蠅庸 「農業常時従事者

農地の権利提供者

農業協同組合

作業委託農家等

想定される効果

>地 域農業の多様な経営 0技術の革新や付加価値の拡大
>農 業関係者以外の出資による薯葬規模の拡大



農業分野 ④農業協同組合の見直し
(「規制改革に関する第2次答申」P59、60)

詳細は左記答申をご確認ください。

中央会の現行制度から自律的な新制度への移行
全農等の事業・組織の見直し

農協の統合が進むなど、農協経営が危機的状況に陥つた昭和29年

の中央会制度導入時から、農協を取 り巻 く状況は大きく変わつて
いる。

農業者の利益増進に資するためには、経済界との迅速な連携やグ
ローバル市場での競争への参加が望まれる。

規制改革内容

>農 協法上の中央会制度は、適切な移行期間を設けた上で現行の制度
から自律的な新たな制度に移行する。

>全 農日経済連が農協出資の株式会社に転換することを可能とするため
に必要な法律上の措置を講じる。

農林中央
金庫

全国農業

協同組合
連合会

(全農)

協同組合

中央会

(全中)

全国共済農
業協同組合

連合会

(全共連)

都道府県

農業協同

組合中央
会(県中)

信用農業

協同組合
連合会

(信連)

経済農業

協同組合
連合会

(経済連)

単 位 農 協



農業分野 ④農業協同組合の見直し
(「規制改革に関する第2次答申」P60、61)

詳細は左記答申をご確認ください。

単協の活性化・健全化の推進、組織形態の弾力化

規制改革内容

>信 用事業についてJAバ ンク法に定める方式(農林中金又は信連への

移管)の活用の推進を図る。
>共 済事業は単協の事務負担を軽減する事業方式の活用の推進を図る。
>分 割・再編や他の組織(株式会社等)への転換ができるようにする。

単協の活性化・健全化

単位農協・連合会

中金 田信連 ・

全

想定される効果

>単 協の活性化 0健全化 :単協が抱える不要なリスクや事務
負担を軽減できる。

>組 織形態の弾力化
が可能となる。

:組合員や地域住民のニーズヘの対応

32



農業分野 ④農業協同組合の見直し
(「規制改革に関する第2次答申」P61、62)

詳細は左記答申をご確認ください。

理事会の見直し、組合員の在り方

:>農 業者でない准組合員の人数が正組合員の人数を上回つている。

規制改革内容

>理 事の過半を認定農業者及び農産物販売や経営のプロとする。若い

世代や女性の登用にも戦略的に取り組む。
>准 組合員の事業利用について、一定のルールを導入する方向で検討

する。

0理事の定数の3分の1までは
正組合員以外の者(准組合員
・非組合員)を選任可能。

|_________― ――ローーーーーーーーーーー饉―――――』

「

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― - 1

・准組合員の事業利用に制限
なし

Lロー田――――――――――ローーローロロ曖ロローーーローー』

理手会

○理事の過半が
・認定農業者
・農産物販売や経営のプロ

○若い世代や女性の登用促進

り方

|°モ言量経香15纂
1        凸 ― ■E   ■ 1 ‐ 錯 ■

:  一 定のルールを導入   :
■―田―ローーーーーーーーーロ“――――ローローーーーーーーー』

ｒ
レ

■自――――ローーーーーーー"暉 ―ローーローーーーーーーーーー』

「
――――――――――――――

]]:l l l i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~口 :
:      :
|                =

想定される効果

>理 事会の見直し:農業者のニーズヘの対応s経 営ノウハウ
の活用及びメンバ…の多様性が確保される。

>組 合員の在り方 :農協の農業者の協同組織としての性格が
損なわれることを防ぐ。



貿易・投資等分野 ①対日投資促進
(「規制改革に関する第2次答申」P65)

詳細は左記答申をご確認ください。

外国企業等を設立する際の規制の見直し

現在、外国企業・外国人が

法人を設立しようとすると.¨

設立登記をしたい

日本の住所が必要

日本に住所のある

代表者がいないと

設立登記ができない

住所を取りたい

会社の登記が必要

法人の登記がないと

入国のための
ビザが取れない

日本に代表者がいなくても

設立登記できるようにする

法人を設立しようとする
外国人は、法人登記が

なくても入国できるようにする
54



貿易・投資等分野 ①対日投資促進
(「規制改革に関する第2次答申」R65) 詳細は左記答申をご確認ください。

在留資格認定証明書※の申請手続きの柔軟化

※外国人に対し、日本への入国前に人物審査をした上で交付するもので、
その後のビザ申請や上陸審査などが迅速になる。

現在、外国にいる外国人が

在留資格認定証明書を申請しようとすると"・

代理人がいれば、本人が日本にいなくても申請できる

者 次人

代理人がいない場合、弁護士などに代行を頼めるが

申請の時点で本人が日本国内に来なければならない

人

申請者の受入機関の

職員などに限定

代理人の範囲を適切に拡大



貿易・投資等分野 ④相互認証の推進
(「規制改革に関する第2次答申」P.68～72)

詳細は左記答申をご確認ください。

相互認証の推進

製品の販売や表示・安全性等の基準は、各国で異なつている

各国の基準に沿つた審査が必要
⇒円滑な輸出入を阻害 !

審査

国際基準を

検討中の分野
国際基準が

定められた分野
諸外国に比べ国内の

規制が1議しい分里予

多国間協議等に

積極参加

(ex)

医療機器

動物用医薬品

速やかに

国内導入

■

劃
一辞

|(ex)家庭用品の品質表示

|ワクチン使用制限期間

諸外国の例を参考に
規制を見直し



貿易・投資等分野 ⑥入管政策の改定
(「規制改革に関する第2次答申」R75～76)

詳細は左記答申をご確認ください。

クルーズ船による入国時の審査の見直し

現在、クルーズ船での入国時でも
様々な審査手続きを経る必要がある。

パスポート手交

ちょっとしかいないのに…

船から降りるだけで

長い時間がかかってしまう

到着前に入国
手続ができる
ようにする

37

指紋採取の

省略を検討

パスポートなしで
下船できる
ようにする



貿易・投資等分野 ⑥入管政策の改定
(「規制改革に関する第2次答申」P.76)

詳細は左記答申をご確認ください。

高度外国人材の活用

高度な外国人材が日本で活躍しやすくするため、以下のような取組みを行う。

(現行)高度外国人材の家族の入国のための手続きに
時間がかかつている場合がある。

本人と同様に家族も迅速に入国のための

手続きができるようにする !

家族の入国がよリスムーズになり、

より柔軟に働けるようになって、

内部異動が頻繁にある日本の企業で勤務するケース

(現行)「人文知識・国際業務」「技能」など在留資格に応じた
職種にしか就けない

「総合職」に適した在留資格を創設する !

高度外国人材として永住許可を取得するケース
(現行)永 住許可を得るには最短でも5年かかる

永住許可に要する在留歴を短縮する !

より長く活躍することができるようになる。
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貿易・投資等分野 ③貿易に係る物流の効率化
(「規制改革に関する第2次答申」R78) 詳細は左記答申をご確認ください。

コンテナ輸送における通行許可基準の統一

現在、トレーラーの重さの制限には

積んでいる荷物の種類によつて差が生じている。

最大積載 :30日48ト ン

※エアサスの装着が条件

国内貨物の輸送

最大積載:24.00トン

輸出入貨物の輸送

物は一度に運べる
量が少なく、不利

積んでいる荷物の種類に関わらず
同じ重さまで積めるように基準を統一
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I 総 論

1 は じめに

規制改革は、我が国の経済を再生するに当たっての阻害要因を除去 し、民需主導の経済成長を実

現 していくために不可欠の取組であり、内閣の最重要課題の一つである。

規制改革会議 (以下 「会議」と略称する。)は 、規制改革を総合的に調査審議する内閣総理大臣

の諮問機関であり、平成 25年 1月 23日 、政令に根拠をもつ審議会として発足した。設置期間は、

平成 28年 3月 31日 までとなつている。

会議においては、昨年 1月 の会議発足以降、安倍内閣の経済財政政策に関するいわゆる 「三本の

矢」のうち第二の矢 「成長戦略」を構成する重要な基盤 として、経済再生に即効性をもつ規制改革、

緊急度の高い規制改革から優先的に検討を行い、約 4か 月間の調査審議の結果を取 りまとめ、最初

の 「答申」(以下 「第 1次 答申」という。)と して、昨年 6月 に内閣総理大臣に提出した。

昨年 7月 以降は、民間が創意工夫を発揮する上で障害となつているにもかかわらず、永年にわた

り改革が実現できていない、いわゆる 「岩盤規制」の改革にも精力的に取 り組むこととし、幅広い

関係者の意見聴取も含めた深掘 りの検討を行つた。

本答申は、昨年 7月 を起点とする当会議の調査審議結果を取 りまとめたものであり、約 3年 にわ

たる活動期間の中間的な位置付けを持つ 「第 2次 答申」として内閣総理大臣に提出する。

2 規 制改革の推進に当たっての基本的考え方

(1)な ぜ規制改革が必要か

規制改革の目的は、国民生活の安定 。向上、経済活性化への貢献、並びにそれらを通 じた国の

成長。発展を図るこ に々ある。
このような観点から、今期、規制改革を進めるに当たっては、以下の諸点を念頭に置いて、国

民視点から、制度のあるべき姿に立ち返 り、現場のニーズを十分踏まえて、本質的かつ骨太な議

論を行つた。

① 経済環境の変化に適応 して、経済成長を実現する

規制の必要性は、経済環境の変化や新技術の開発 と共に変化する。国民がイノベーションや

生産性向上の恩恵を受けられるようにするため、規制改革によって、企業、NPOな どの事業者

の創意工夫を阻む壁を取 り除き、イノベーションを喚起 し、国民の潜在的需要を開花させるこ

とは極めて重要な課題である。

また、世界から我が国へ投資を呼び込むためには、世界に範を示す 「世界最先端」の経済環

境を整備 していく必要がある。

② 国民に多様な選択肢を提供する

様々な環境変化や ICT等の技術革新の動きに応 じ、絶えず規制を見直していくことにより、

国民が新たな製品やサービスを、より早く、より安価に享受できる選択肢を広げていくことの

重要性は一段と増 している。

③ 意欲と創意に満ちた事業者に活躍の機会を提供する

規制改革は、規制対象 となっている産業の発展のためにも不可欠である。意欲 と創意工夫に

満ちた新規参入者が広く知恵 と資金を集めることで産業の発展可能性が広がる。

④ 安全性をより効率的な手法で確保する

規制の目的の一つは、安全性の確保にある。その際、規制の前提自体が変化 した場合には、

その規制を見直すことにより、より効率的な手法で安全性を確保する必要がある。



(2)今 期の規制改革で重視 したこと

今期の規制改革の検討に当たり、特に重視 したポイン トは以下の2点 である。

① 成長戦略、並びに国民の選択肢拡大につながる規制改革

会議においては、生産性の向上などを通 じた産業競争力の強化、質の高いサービスの実現、

最新技術の普及などの 「成長戦略」、並びに魅力ある産業の実現、多様な主体によるサービス

の提供、利用者視点に立った仕組みの構築など、 「国民の選択肢拡大」につながる規制改革を

重視 した。

例えば、競争力と魅力のある農業を実現するための規制改革、社会福祉法人 ・株式会社 ・NPO

など多様な主体が介護 ・保育事業等のサービスの質を高めるための規制改革、 “患者起点
"で

治療の選択肢を拡大するとともに、最新の医療技術を普及するという観点から、保険診療 と保

険外診療とを併用 しやすくするための規制改革などに取 り組んだ。

また、働 く者にとつて、転職が個人の能力と競争力を高め、人々が動きやすい労働市場 と雇

用システムを作るための規制改革にも引き続き取 り組んだ。

② 機動的な 「意見」等の表明

諸般の状況に適時適切に対応 し、会議 としての 「意見」等を機動的に表明することにより、

規制改革の議論を加速 した。

健康 ・医療分野

a 革 新的医薬品 。医療機器の価格算定ルールに関する規制改革会議の意見 (平成 25年

8月 22日)

b 一 般用医薬品のインターネット販売に関する意見 (平成 25年 9月 12日)

c 一 般用医薬品の うちスイッチ直後品目等の取扱いについて (平成 25年 10月 31日)

d 医 療提供体制に関する意見 (平成 25年 12月 20日)

e 医 療用検査薬から一般用検査薬への転用の仕組みの早期構築に関する意見 (平成 26

.年 3月 17日)

f 介 護 ・保育事業等における経営管理の強化とイコールフッティング確立に関する意見

(平成 26年 4月 16日) ※ 最優先案件 (後述 (3)参 照)

(参考)

。介護 ・保育事業等における経営管理の強化とイコールフッティング確立に関する論点整理 (平成 25年 12

月 2 0日)

・介護 ・保育事業等におけるイコールフッティング確立の更なる論点 (平成 26年 2月 28日)

g 保 険外併用療養費制度における新たな仕組みに関する意見 (平成 26年 5月 28日)※

最優先案件 (後述 (3)参 照)

(参考)

。 「保険診療と保険外診療の併用療養制度」改革の方向性について (平成 25年 12月 20日)

。選択療養制度 (仮称)の 創設について (論,点整理)(平 成 26年 3月 27日)

。 「選択療養 (仮称)」 における手続 ・ルール等の考え方 (論点整理②)(平 成 26年 4月 16日)

雇用分野

a 労 働者派遣制度に関する規制改革会議の意見 (平成 25年 10月 4日 )

b 労 働時間規制の見直しに関する意見 (平成 25年 12月 5日 )

c ジ ョブ型正社員の雇用ルールに関する意見 (平成 25年 12月 5日 )



創業 ・lT等分野

a 「 攻めの農林水産業」実現のための規制改革要望を受けた改革事項について (平成 25

年 11月 27日 )

b IT関 連の規制改革事項について (平成 25年 12月 20日 )(IT利 活用の裾野拡大のた

めの規制制度改革集中アクションプラン関係)

c ダ ンス営業に係る風営法規制の見直しに関する意見 (平成 26年 5月 12日)

d パ ーソナルデータに関する意見 (平成 26年 5月 22日 )

e 改 正タクシー特措法の指定地域に係る指定基準に関する意見 (平成 26年 6月 13日)

農業分野

a 農 地中間管理機構 (仮称)の創設に関する規制改革会議の意見 (平成 25年 9月 19日)  ″

※最優先案件 (後述 (3)参 照)

b 今 後の農業改革の方向性について (平成 25年 11月 27日 )

c 農 業改革に関する意見 (平成 26年 5月 22日)

その他

a 規 制所管府省が主体的 ・積極的に規制改革に取 り組むシステムの構築 (規制の PDCA)

に関する意見(平成 26年 3月 27日)

(3)最 優先案件への取組

昨年 7月 以降の会議においては、特に緊急性 ・重要性の高い、以下の3項 目を、「最優先案件」

と位置付け、会議において委員全員で審議の上、早期の解決を目指すこととした。

① 保険診療と保険外診療の併用療養制度

国内で開発 された先進的な医薬品 。医療機器を用いた医療技術、及び海外で使用され国内で

は未承認の医薬品 。医療機器を用いた医療技術等を保険診療 と併用 しやすくする規制改革を
“
患者起′点

"で
検討 した。

会議においては、昨年 10月から審議を開始 し、昨年 12月に 「改革の方向性」を表明し、本

年 3月 及び4月 に 「論点整理」を行い、本年 5月 に 「意見」を表明した。 (詳細は 9ペ ージ)

② 介護 ・保育事業等における経営管理の強化とイコールフッテイング確立

社会福祉法人 ・株式会社 ・NPOが同じ土俵でサービスの質を高め合い、提供するための環境

づくりを行つた。

会議においては、昨年 11月から審議を開始 し、昨年 12月及び本年 2月 に 「論点整理」を行

い、本年 4月 に 「意見」を表明した。 (詳細は 10ページ)

③ 農地関連規制の見直し

「農地中間管理機構」創設及び関連事業について、農業の成長産業化のための取組が効果的

に機能するよう、規制改革の観点から検討 した。

会議においては、昨年 8月 から審議を開始 し、昨年 9月 に 「意見」を表明した。 (詳細は 56

ページ)

3 審 議経過

(1)審 議テーマの設定と審議体制

会議においては、 「第 1次答申」で重点分野とされた 「健康 ・医療」 「雇用」を引き続き取 り

上げるとともに、 「創業等」については、今期は休止 とする 「エネルギー ・環境」に加え、IT



に関連する規制の検討にも注力するため 「創業 ・IT等」とし、新たに 「農業」 「貿易 ・投資等」

を加えた、 5つ の重点分野ごとにワーキング ・グループを設置 し、検討を行つた。

それぞれのワーキング ・グループでは、各分野の専門家も加えて、効果的 ・効率的に検討する

体制を整え、成長戦略に盛 り込むテーマを分野ごとに選定し、優先的に審議することとした。

(2)公 開ディスカッションの開催

当会議が規制改革を推進するための世論喚起を目指し、今期は、試行的に2回 の公開ディスカ

ッションを開催 した。

各国とも、国民にとつて関心が高いと思われる分野における規制改革の検討テーマを選定の う

え、
一定の結論付けを目的とはせず、規制の多くが内包 している トレー ドオフの構造を明確にす

る形の論点整理を主眼に開催 した。

第 1回 :平成 25年 11月 28日 (木)

① 保険診療 と保険外診療の併用療養制度

② 老朽化マンションの建替え等の促進

第 2回 :平成 26年 3月 25日 (火)

① 介護 ・保育事業等における経営管理の強化とイコールフッティング確立

② 労働時間法制について

今回の試行結果を踏まえ、より効果的な運営方法等について検討の上、引き続き本年 7月 以降

も開催することとしている。

(3)規 制改革ホットライン

前期の平成 25年 3月 22日 、内閣府に 「規制改革ホットライン」を設置 し、広く国民 ・企業等

から寄せ られる規制改革要望を常時受け付け、迅速に対応することとした。

今期は、規制改革ホットラインヘの取組に、より注力するため、新たに 「ホットライン対策チ

ーム」を設置 し、会議の場で精査 ・検討を要する案件を審議することとした。

昨年 10月 には、国民 ・企業等から更に多くの提案をいただくことを目的として 「集中受付月

間」を実施 し、内閣府のホームページ上での広報や各種団体への集中的な周知活動を行 うことに

より、 1カ 月で 841件 の提案を受け付けた。

規制改革ホットラインには、昨年 3月 以降 2,461件 (本年 5月 31日現在)の要望が寄せ られ、

随時、関係府省に検討要請 (要望のうち規制改革に関係 しないと認められるものを除いた 1,377

件)し 、回答を得た 1,138件について、ホームページに公表 した。また、関係府省から回答を得

た事項のうち更に精査 ・検討を要する事項については、ホットライン対策チームから順次会議に

報告 し、各ワーキング ・グループにおいて精査 ・検討を行った。

さらに、規制改革ホットラインからの検討要請に対し、所管府省が主体的に対応 した (又は予

定している)事 項について、本年 2月 の会議において報告を受けた。

(4)重 点的フォローアップ

昨年 6月 の 「第 1次 答申」に掲げた規制改革事項は、全件フォローアップを行 うこととされた

が、以下の事項については、昨年 9月 の会議において定めた取組方針に沿つて、特に重点的に取

り組むこととした。

① 再生可能エネルギーに係る規制 【付属 1の 1～ 8ペ ージ参照】

② 次世代自動車の世界最速普及 【付属 1の 13～20ページ参照】

③ 認可保育所への株式会社 ・NPO法 人の参入、保育士数の増加 【付属 1の 22～23ページ参照】

④ すべての社会福祉法人の経営情報の公開 【付属 1の 24ページ参照】

⑤ 再生医療の推進 【付属 1の 25～26ペ ージ参照】



医療機器に係る規制改革の推進 【付属1の 26～27ページ参照】

いわゆる健康食品をはじめとする保健機能を有する成分を含む加工食品及び農林水産物の

機能性表示の容認 【付属1の 27ページ参照】
一般用医薬品のインターネット販売 【付属1の 29ページ参照】

ジョブ型正社員の雇用ルールの整備 【付属1の 31ページ参照】

労働者派遣制度の見直し 【付属1の 31ページ参照】

老朽化マンションの建替え等の促進 【付属1の 35ページ参照】

ビッグデータ。ビジネスの普及 【付属1の 35～37ページ参照】

この うち、①、③,④ 、⑤、⑥、③、⑩及び⑪については、平成 25年度末までの所要の改革

がなされたことによリー定の成果が得られたと考えられる。また、②、⑦、⑨及び⑫については、

平成 26年度以降の改革事項が含まれるなど関係省庁の取組を引き続き注視すべきと考えられる。

(詳細については、付属 1「規制改革実施計画(平成 25年 6月 14日閣議決定)のフォローアップ

の結果について」の該当ページ (【】内)を 参照)

(5)他 の会議との連携

主として成長戦略を議論している産業競争力会議 とは、課題別会合及び分科会において関係す

る委員が参加 し会議の意見を表明するなど、効果的な連携により、規制改革の成果を高めた。

また、規制改革と関連する経済財政諮問会議、国家戦略特別区域諮問会議及び国家戦略特区ワ

ーキング ・グループ、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部 (ェT総 合戦略本部)、 対 日

直接投資推進会議などとも、情報共有を図つてきた。

(6)国 際先端テス トの実施

国際先端テス トは、「世界で一番企業が活動しやすい国」「世界で一番国民が暮らしやすい国」

を実現するために、個別の規制の必要性 ・合理性について、国際比較に基づき、我が国の規制が

世界最先端のものになっているかを検証するものであり、総理指示 (平成 25年 1月 25日 日本経

済再生本部)においてその活用が言及されていたものである。

今回は、検討項目の内から5件 について実施 した。具体的には、規制所管府省から規制の現状

についての国際比較 と規制を維持する必要性等について回答を求め、その妥当性や改革の方向性

についての議論を行つた。

規制所管府省 自らが、当該規制の意義 0効果等について改めて考える契機 となつたが、本来、

国際的な政策 ・制度の趨勢に照らして、当該府省において不断の見直しを行 うことは当然の責務

である。

国際先端テス トの手法は、あらゆる規制改革の項目に適用すべき強力なツールであり、今後も、

その定着に努めるべきである。

4 本 答申の実現に向けて

会議は、本答申を取 りまとめ、総理に提出する。ここからは、 「実施」のステージである。取 り

上げたそれぞれの規制や制度、その運用等については、直ちに改革に着手し、期限を切つて着実に

実現を図つていかなければならない。

このため、改革実現までの工程表、すなわち昨年 6月 の 「規制改革実施計画」と同様の計画を策

定し、閣議決定することが必要である。

規制の多くは、 ト レー ドオフ、利害対立の構造を内包 してお り、これが規制所管府省の消極姿勢

につながり、改革が進まない主な要因となっている。改革を進めるためには、様々な立場にある関

係者を説得 ・調整 し、その構造を突破 していくことが求められる。これは、ひとえに政治のリーダ

⑥

⑦

　

③

⑨

⑩

⑪

⑫



―シップにかかつている。本答申の内容が最大限実現されるよう、政治のリーダーシップに強く期

待するものである。

5 次 のステップヘ

(1)次 期の会議活動方針の策定

昨年 7月 以降、 「最優先案件」を始めとした重点分野について、本年 6月 に改定される成長戦

略と密接に関連する規制改革を進めてきた。

本答申提出後、会議としての活動を再開するに当たつては、まず、取 り上げるべき重点分野、

その審議体制等について整理 し、改めて会議 としての活動方針を定めて、本年 7月 から来年 6月

までを一つの期間として、更なる改革に取 り組んでいく。

その際、今期の活動結果も踏まえ、産業競争力会議、経済財政諮問会議などとのより効果的な

連携を図つていく。

(2)実 施計画のフォローアップ

規制改革については、これまで何度となく答申、閣議決定が行われてきた。しかし、そのフォ

ローアップが的確に行われていないため、当初意図していた改革がそのとお りに進んでいないケ
ースもまま見られる。このため、会議は、規制改革実施計画の進捗について、毎年、政府から見

直 し状況の報告を受け、確認 していくこととする。また、今期 と同様、特に重点的なフォローア

ップが必要な規制改革事項については、時間軸も含めた、具体的なフォローアップ方針を定めて

取 り組んでいく。

(3)今 後取 り組むべき課題

規制改革は、時代の変化に合わせて、その所管府省 自らが主体的に取 り組むことが本来の在 り

方である。過去において、所管府省の自主的見直しを促す仕組みや制度が設けられたことがあっ

たが、持続的な取組にならず、十分な成果を得ることができずに今 日に至っている。

不断に規制改革を進め、着実に実現 していくためには、所管府省自身が、規制改革会議等と連

携 しつつ、主体的 ・積極的に規制改革に取 り組む仕組みをつくる必要がある。

今期、改めて会議 として、これまでの取組の経緯等をレビューした上で、このような仕組みに

ついて検討を行った結果、新たなシステムの構築の必要性を表明した (Ⅲ参照)。

まずは、このシステムに基づく取組を早急に開始 し、会議 としては、所管府省がより主体的 。

積極的に規制改革に取 り組んでいくことができるよう、必要な役割を果たしていきたい。


